
市民が生涯を通じて心身ともに健康に暮らしていくために、限られた医療資源を地域全体で効率的

に活用していくことで持続可能な地域医療提供体制の構築に努めます。また、地域の医療ニーズを

踏まえた医療体制の維持と市立総合病院の診療機能強化を図ることで地域医療の充実に努めます。

【現状と課題】

さらなる人口減少や高齢化率の上昇が見込まれる中、今後も住み慣れた地域で安心して暮らしてい

くためには、人口構造の変化に対応したバランスの取れた医療提供体制の構築が必要です。引き続

き北海道医療計画に定める地域医療構想に基づき、病床機能の分化・連携の促進、在宅医療など

の充実、医療従事者の確保・養成等を推進していくとともに、地域の中核となる市立総合病院におい

ては今後も計画的な運営と経営の効率化に取り組む必要があります。

【後期計画期間の方向性】

病院事業においては令和４年度に策定した経営強化プランに沿って、東病院を含めた病院機能の

分化・連携強化や必要な経営強化等の取組を進めます。また、在宅医療・プライマリケアを担う風連

国保診療所や民間医療機関とのさらなる連携充実に向けた取組を推進します。

【主な成果指標】

【想定される主な実施計画事業等】

■地域医療支援事業の推進 ■道北北部医療連携ネットワークの拡大 ■医療スタッフの充実

■病院事業経営強化プランの推進 ■手術室増改修事業

【関係する個別計画】

■病院事業経営強化プラン ■名寄市第８期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画

指標項目 基準値 目標値 説明

医師派遣件数
706 日

(2021)

810 日

(2026)
地域医療支援事業医師派遣数

道北北部医療連携

ネットワークの拡大

18施設

(2021)

36 施設

(2026)
ポラリスネットワーク参加施設数

患者紹介率
27.9％

(2021)

33.4％

(2026)
退院患者の紹介率

医療スタッフ数
774 人

(2021)

822 人

(2026)
市立総合病院の医療スタッフ数
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公害のない生活環境の保全に努めるとともに、「名寄市ゼロカーボンシティ宣言」に基づき、国や北海

道との連携による、市民と自然と環境に配慮した取組の推進により2050年カーボンニュートラル、脱

炭素社会の実現に努めます。また、霊園、墓地、火葬場の計画的な整備と維持管理に努めます。

【現状と課題】

気候変動の影響により猛暑や台風、集中豪雨など地球温暖化に起因するといわれる自然災害が頻

発、激甚化しており、「名寄市ゼロカーボンシティ宣言」に基づく脱炭素社会の実現に向けた取組が

必要です。また、引き続き公害の防止に向けた取組が必要です。加えて、火葬場、墓地・霊園の老

朽化が進行していることから、 計画的な修繕を含めた施設の適切な維持管理が必要です。

【後期計画期間の方向性】

「名寄市ゼロカーボンシティ宣言」に基づき、再生可能エネルギーの導入可能性調査等、脱炭素社

会の実現に向けた取組を進めます。定期的な河川の水質分析調査を実施するなど公害のない環境

の保持に向けた取組を進めます。火葬場、墓地・霊園の計画的な整理・修繕、維持管理を進めます。

【主な成果指標】

【想定される主な実施計画事業等】

■温暖化対策事業

【関係する個別計画】

■第 4次名寄市地球温暖化防止実行計画（事務事業編）

指標項目 基準値 目標値 説明

市事務事業における二酸

化炭素排出量

25,595ｔ

（2020）

24,551ｔ

（2026）

第４次名寄市地球温暖化防止実行計画

（事務事業編）における市事務事業に係る

二酸化炭素排出量削減目標値

公共施設照明の LED 化
１２施設

（2021）

31 施設

（2026）
公共施設照明の LED化を行った施設数

Ⅲ- 1 環境との共生



循環型社会の形成を目指し、リデュース（発生抑制）、リユース（再利用）、リサイクル（再資源化）の３

Ｒ運動を推進します。また、ごみの出し方や減量化に向けた啓発などの環境美化運動に取り組むとと

もに、効率的な収集と適正な処理を行うため、施設の適正な運用・整備に努めます。

【現状と課題】

大量生産・大量消費・大量廃棄という環境負荷の大きな社会システムとなっていることから、３Ｒ運

動を基本とした循環型社会の形成に向けた施策の推進と、市民・事業者・行政の協働による取組が

必要です。一般廃棄物中間処理施設の老朽化が進んでおり、名寄地区衛生施設事務組合や関係

市町村と、次期処理施設の供用開始に向けた協議を進めています。また、不法投棄されたごみが

道路や公園などに目立つことから、環境美化の推進に向けた取組が必要です。

【後期計画期間の方向性】

３Ｒ運動を推進するため、再生資源集団回収事業をはじめ、啓発活動や市民周知等に取り組み、資

源の有効活用及び最終処分場の延命化を図ります。また、市民と協働による環境美化運動に取り

組むとともに、次期一般廃棄物中間処理施設の供用開始に向けて関係市町村との協議を進めます。

【主な成果指標】

【想定される主な実施計画事業等】

■再生資源集団回収奨励金交付事業 ■次期処理施設の整備の検討 ■分別・資源化啓発事業

■炭化センター・衛生センター・最終処分場維持管理費負担事業

【関係する個別計画】

■一般廃棄物処理広域化基本計画 ■名寄市分別収集計画

■名寄地域 循環型社会形成推進地域計画

指標項目 基準値 目標値 説明

ごみ排出量実績
8,429ｔ

（2018）

7,896ｔ

（2026）

年度ごとの炭化ごみ・埋立ごみ・粗大ごみ

の量

リサイクル実績
1,344ｔ

（2018）

1,266ｔ

（2026）

年度ごとのプラスチック製容器包装類や

ペットボトル等資源化ごみの収集量

再生資源集団回収事業

実績

326ｔ

（2018）

272ｔ

（2026）
再生資源集団回収事業の回収量
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市民の防火意識の高揚を図るとともに住宅火災での逃げ遅れによる死傷者ゼロを目標に住宅用火

災報知器設置率の向上に努めます。また、市民の安全安心を守るため､消防（救急）車両及び 119

番通報の要となる通信指令台等資機材の更新を図るなど消防力の強化に努めます。

【現状と課題】

住宅用火災警報器について、約２割の未設置世帯や既設世帯への維持管理に係る対応もあるため、

継続的な住宅防火対策の啓発が必要です。また、消防力の整備指針に基づき特殊な消防（救急）

車両の定期的な整備・点検による適正な管理及び計画的な更新を行うとともに、119 番通報の要と

なる通信指令台等資機材の更新に向けた検討及び財源確保が必要です。さらに、市民の安全安心

を守るため関係機関と連携し、総合的に対応できる体制の構築が必要です。

【後期計画期間の方向性】

住宅用火災警報器の設置推奨を行うとともに、取替えなどの維持管理について広報活動を推進しま

す。また、財源の確保を含め適宜見直しを行いながら消防車両や通信指令台等資機材の更新を図

り、消防活動体制の維持・充実に向けた取組を推進します。

【主な成果指標】

【想定される主な実施計画事業等】

■住宅防火対策･広報推進事業

【関係する個別計画】

■名寄消防署消防自動車等の整備計画

■上川北部消防事務組合住宅用火災警報器設置・維持管理対策実施計画

指標項目 基準値 目標値 説明

消防車両の更新
４台

(2022)

４台

(2026)

後期計画期間中に更新計画がある消防

車両台数

住宅用火災警報器設置率
85％

(2022)

100％

(2026)
市内における住宅用火災警報器設置率

高機能消防指令システ

ムの更新

１基

(2022)

１基

(2026)

後期計画期間中に更新計画があるシステ

ム更新基数
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激化する自然災害に備え、被害を最小限とするため、防災体制の充実強化や情報伝達手段の確

保対策、関係機関との連携強化を図ります。また、市民の防災意識の高揚、自助・共助力の向上に

よる避難対策の充実など、想定される災害に対する地域防災力の向上に努めます。

【現状と課題】

自然災害の激化に備えるため、「減災」の考え方を基本とする対策や国が示した「水防災意識社会

再構築ビジョン」に基づく取組の推進が必要です。特に、大規模水害に対し迅速・確実な避難行動を

促進するため、まるごとまちごとハザードマップの取組の推進が必要です。

また、災害対応設備などの充実の加え、護岸や堤防整備、川底の掘削などのさらなる治水事業が

必要です。

【後期計画期間の方向性】

市民の防災の知識及び意識の向上を図る取組を推進し、確実な避難行動が行われるよう平時から

の取組を継続します。また、災害発生に備え防災資機材の整備・更新を図るとともに、関係機関との

連携強化及び関係者の研修を充実し、地域防災力向上に向けた取組を推進します。

【主な成果指標】

【想定される主な実施計画事業等】

■まるごとまちごとハザードマップ（避難場所等の看板設置、避難場所等への案内表示板の設置）

■広域防災拠点の整備検討 ■名寄市防災訓練

【関係する個別計画】

■名寄市地域防災計画

指標項目 基準値 目標値 説明

名寄市防災訓練
年１回

（2021）

年１回

（2026）
防災訓練や防災セミナーの実施回数。

自主防災組織の設立団

体数

27団体

（2021）

31 団体

（2026）

町内会単位での自主防災組織の設立件

数。

職員研修の実施件数
年１回

（2021）

年１回

（2026）
職員を対象とした防災研修の実施回数
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交通事故のないまちづくりに向けて、幼児から高齢者まで体系的な交通安全意識の普及・啓発に努

めます。また、市道の白線補修や危険箇所の注意を呼びかける看板設置など道路交通環境の整備

を図るとともに、積雪寒冷地の地域特性に応じた冬期間の安全対策の充実に努めます。

【現状と課題】

道内においては、交通事故の発生件数は減少傾向となる中、事故における高齢運転者の構成率は

上昇傾向にあるなど、交通事故の発生状況が変化してきていることから、交通安全意識の高揚・啓

発推進のほか、道路の白線補修や市街地の交通環境の変化に伴う注意・警告看板の設置など、道

路交通環境の整備、積雪寒冷地の地域特性に応じた交通安全対策が必要です。また、街頭啓発・

広報活動などを中心に、関係団体・市民が一体となった交通安全運動の推進が必要です。

【後期計画期間の方向性】

関係機関・団体と協力しながら家庭・学校・職場・地域など、幼児から高齢者まで段階的・体系的に

交通安全教育活動を実施するほか、街頭啓発、交通安全グッズの配布、市道白線の補修、危険箇

所注意看板の設置など、道路交通環境の整備に努め、交通安全の取組を推進します。

【主な成果指標】

【想定される主な実施計画事業等】

■交通安全推進事業

【関係する個別計画】

■第 11次名寄市交通安全計画

指標項目 基準値 目標値 説明

24時間交通事故死者数
0人

(2021)

0 人

(2026)

交通事故起因による 24 時間以内の死者

数

交通事故による負傷者

数

17人

(2021)
減少 市内で発生した交通事故による負傷者数

交通事故発生件数
17件

(2021)
減少 市内で発生した交通事故数
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犯罪のない安全で安心して暮らせるまちを目指し、関係機関・団体などとの連携を密にし、適切な情

報の提供と防犯意識の高揚に努めます。また、防犯・安全対策として青色回転灯車両の整備や啓

発活動に努めます。空家対策では、適正管理を促す啓発活動や関係者への連絡等に努めます。

【現状と課題】

地域コミュニティの希薄化や価値観の多様化などによる地域社会の防犯機能低下や、犯罪の多様

化・巧妙化が進んでいることから、関係機関・団体、地域と連携を密にした防犯体制の強化など、市

民が安全で安心して生活できる社会の形成に向けた取組が必要です。また、全国的に適正に管理

されていない空家が社会問題となっており、本市においても適正管理に向けた啓発や、危険や悪影

響を及ぼしている空家等の改善に向けた取組が必要です。

【後期計画期間の方向性】

地域や関係機関・団体と連携し、安全確保のため情報共有・収集と提供により安全意識の高揚を図

りながら防犯意識の向上に取り組みます。また、名寄市空家等対策計画に基づき、空家などに関す

る施策を総合的かつ計画的に推進します。

【主な成果指標】

【想定される主な実施計画事業等】

■生活安全事業

【関係する個別計画】

■名寄市空家等対策計画

指標項目 基準値 目標値 説明

刑法犯認知件数
52件

(2021)
減少

北海道警察公表する市内で発生した犯罪

発生件数。

空家に関する苦情件数
37件

(2021)
減少 市内の空家に関する苦情件数
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消費者の利益の擁護及び増進のため、各種情報の提供や出前講座を含めた講演会の開催、消費

者団体の活動支援など、市民の消費生活の向上に努めます。また、相談体制の充実による消費者

の救済支援に努めます。

【現状と課題】

全国的に特殊詐欺の被害や、消費トラブルが多く発生している状況にあることから、相談体制の強化

を図るとともに、適切な情報の提供や団体などと連携した啓発活動を進めていく必要があります。ま

た、不適切な商品表示により、消費者の利益が損なわれないよう、商品の品質や機能、価格などの

情報が正しく表示されているかを監視する必要があります。

【後期計画期間の方向性】

相談体制の強化を図るとともに、適切な消費者情報の提供やセミナー、出前講座を開催するなど消

費者教育を推進します。また、物価の動向や商品の適正表示などの調査活動を行うとともに、消費

者意識の向上に向けた市民活動の支援を行い、消費生活の安定に向けた取組を推進します。

【主な成果指標】

【想定される主な実施計画事業等】

■消費生活センター運営事業

【関係する個別計画】

指標項目 基準値 目標値 説明

センター情報の発信
24回

（2017～2021 平均）

24 回

（2026）

相談事例を基にした消費生活センター情

報による注意喚起情報の発行回数

セミナー・講座参加者数
781 人

（2020～2021 平均）

800 人

（2026）
セミナーや講座への参加者数

相談員研修会などの参加
17回/年

（2020～2021 平均）

20 回/年

（2026）

国・道・消費者協会などが開催する相談

員研修会への参加

Ⅲ- 7 消費生活の安定



住宅関連計画に基づき安心で快適な住環境の整備を促進し、公営住宅の修繕や建替えなど、市

民のニーズを踏まえた適正な整備と管理に努めます。また、耐震診断・耐震改修に対する支援や民

間住宅の整備に関する情報提供に努めます。

【現状と課題】

公営住宅は、建物や設備の老朽化に加え、高齢入居者の増加や継続的に一定数の空家を管理す

るなどの課題があるなか、居住誘導区域内への移転や管理戸数の縮減を進めています。今後も、

住宅セーフティネットの役割を継続し、安心して生活できる住環境に改善をしながら、整備を進めて

いく必要があります。また、民間住宅では、耐震基準を満たさない住宅もあり、安全安心な住環境の

確保のため、耐震性能や住宅の品質・性能の向上への取組が必要です。

【後期計画期間の方向性】

低額所得者など住宅困窮者の住まいになる公営住宅は、少子高齢化やニーズ変化に対応した改

修等事業や修繕で住環境の整備を進めるとともに、民間住宅は、良好な住環境を得られるように、

耐震化の支援や脱炭素社会に向けた情報提供などの取組を推進します。

【主な成果指標】

【想定される主な実施計画事業等】

■住宅関連計画策定業務 ■公営住宅整備事業 ■公営住宅長寿命化等事業 ■耐震改修促

進事業

【関係する個別計画】

■名寄市住宅マスタープラン（第２次）■名寄市公営住宅等長寿命化計画（令和４年改定版）

■第３次名寄市耐震改修促進計画

指標項目 基準値 目標値 説明

公営住宅の管理戸数
785 戸

(2021)

653 戸

(2026)

将来の住宅確保用配慮者など市営住宅

の入居資格世帯数を推計した値

公営住宅の整備戸数
366 戸

(2021)

567 戸

(2026)

建替えや改修事業により、住環境や耐久

性の向上を図った住宅戸数

住宅の耐震化率
79.4％

(2020)

95.0％

(2026)
耐震基準を満たす住宅の割合

Ⅲ- 8 住宅の整備



Ⅲ- 9 都市環境の整備

人口減少などを見据えた新たな都市計画を進めるため、公園など社会資本の維持管理を行うととも

に、都市機能の集約やコンパクトな市街地形成の推進を図るため、公共施設等の再配置の検討を

進めます。また、自然豊かな景観保全を実施できるよう緑化・景観への意識の高揚に努めます。

【現状と課題】

近年の社会情勢の変化や、公共施設等の再配置も視野に入れた基本的な方針となるよう、「都市

計画マスタープラン」の見直しを終え、新たに策定した「名寄市立地適正化計画」及び「名寄市公共

施設等再配置計画」に基づき、持続可能な都市を実現するため、都市機能の集約など、コンパクトシ

ティ化を推進する必要があります。また、美しい街並み形成のため緑化木の維持管理や、街路灯の

LED化による明るいまちづくり、都市公園のさらなる魅力向上に資する改修が必要です。

【後期計画期間の方向性】

持続可能で集約型のまちづくりを進めるため都市機能を公共交通でアクセスしやすい配置とする施

設計画を進めるとともに、町内会との協働による緑や花の景観整備や、安全安心な都市環境につな

がる街路灯の LED 化、人々が賑わい交流の場となる公園の計画的な改修や補修を進めます。

【主な成果指標】

【想定される主な実施計画事業等】

■公園長寿命化事業 ■街路灯調査業務（仮称）

【関係する個別計画】

■名寄市都市計画マスタープラン ■名寄市立地適正化計画 ■都市再生整備計画

■名寄市公共施設等再配置計画 ■名寄市公園施設長寿命化計画

指標項目 基準値 目標値 説明

都市機能誘導区域

への公共施設誘導

件数

-
1

（2026）

老朽化施設の統廃合に合わせた都市機能誘導

区域内での拠点施設整備数

街路灯の LED化率
76.1％

(2021)

90.5％

(2026)

都市整備課の所管する街路灯に占めるＬＥＤ化の

割合

都市公園の改修事

業完了数
-

4

(2026)

市民アンケートをもとに計画した４つの大きな都市

公園改修事業完了数



水道施設の適正な管理と配水管網整備や老朽管更新を図り、水道水の安定供給を確保します。ま

た、水源の水質保全維持のため、水質汚染源の調査や監視を行うとともに、将来にわたり安定した

事業運営に向けて、経営の健全化に努めます。

【現状と課題】

上水道事業は、第２期拡張事業による水道未整備地区への配水管新設等の整備や水道水を安定

供給するため、施設の整備・更新を継続してきていますが、平成31年４月に給水人口の減少による

料金収入の減少に対応するため、平均改定率 11.02％の値上げとなる料金改定を行いました。

今後も、令和２年度に改定した名寄市水道事業経営戦略を基本として、経営の効率化と健全化を

推進し、経営基盤の強化を図ることが必要です。

【後期計画期間の方向性】

水道水の安定供給を確保するため、水道事業経営戦略に基づき、効率化・健全化の取組を進め、

経営基盤の強化につながる取組を推進します。また、水質の保全維持のため、水質汚染源の調査・

監視の強化、水源井戸の改修など適正な維持管理を推進します。

【主な成果指標】

【想定される主な実施計画事業等】

■上水道第２期拡張事業（給水区域拡張のための送水管新設整備等） ■名寄市水道事業経営戦

略の推進

【関係する個別計画】

■名寄市水道事業経営戦略 ■名寄市上水道事業第２期拡張計画

指標項目 基準値 目標値 説明

老朽管更新整備
７路線

(2021)

13 路線

(2022～2026)

耐用年数を経過した配水管を更新した路

線数

浄水場など施設改修
10件

(2021)

22 件

(2022～2026)
浄水施設などの改修件数

経常収支比率
104.77%

(2021)

100.55%

(2026)

経常費用が経常収益によって、どの程度

賄われているかを示す指標

料金回収率
95.66%

(2021)

91.83%

(2026)

給水に係る費用が、どの程度水道料金収

入で賄われているかを表す指標

Ⅲ- 10 上水道の整備



老朽化した下水道施設の修繕や更新を計画的に実施し、施設の長寿命化を図るとともに効率的な

維持管理により清潔で快適な生活環境の保全に努めます。また、農村地区では、個別排水処理施

設の整備を推進し水洗化の普及向上に努めます。

【現状と課題】

供用開始以来稼働している名寄・風連両地区の下水道施設の計画的な施設更新と効率的な維持

管理が必要です。また、郊外・農村地区の合併浄化槽の普及率向上に向けて、個別排水処理施設

整備を継続して取り組むことが必要です。令和２年度には公営企業会計への移行と、名寄市下水道

事業経営戦略の改定を行っており、人口減少に伴う使用料収入の減少に対応するため、経営の効

率化と健全化を推進し、経営基盤の強化を図ることが必要です。

【後期計画期間の方向性】

令和４年度に２期目となる名寄市公共下水道ストックマネジメント計画を策定し、個別排水処理施設

整備事業と連携した生活排水施設の総合的な整備を推進します。また、名寄市下水道事業経営戦

略に基づき経営の効率化と健全化を図るとともに、経営基盤の強化につながる取組を推進します。

【主な成果指標】

【想定される主な実施計画事業等】

■公共下水道事業 ■個別排水処理施設整備事業 ■名寄市下水道事業経営戦略の推進

【関係する個別計画】

■名寄市公共下水道事業基本計画 ■名寄市下水道事業経営戦略

■名寄市生活排水処理基本計画

指標項目 基準値 目標値 説明

ストックマネジメント計画の

進捗率

0.0％

（2022）

80％

（2026）

管渠及び処理場施設の改築更新を行うた
め、２期目のストックマネジメント計画を R５
から R９までの５か年計画で策定

合併浄化槽の普及率
79.4％

(2021)

88％

（2026）
合併浄化槽の人口普及率

経常収支比率
103.11％

(2021)

104.45％

（2026）

使用料収入や一般会計からの繰入金等
の収益で、維持管理費や支払利息等の
費用をどの程度賄えているかを表す指標

経費回収率
116.04％

(2021)

116.05％

（2026）

使用料で回収すべき経費を、どの程度使
用料で賄えているかを表した指標

Ⅲ- 11 下水道・個別排水の整備



国道や道道の整備促進の要望や生活道路の計画的な整備・維持管理、幹線道路を中心とした交

通ネットワークの整備、雪に強い除排雪体制の確立を図り、安全で快適な生活環境の整備に努めま

す。また、橋梁の定期的な点検を実施し、適正な維持修繕に努めます。

【現状と課題】

整備済の国道や道道の再整備や歩道の未整備区間の整備に向けて継続した要望活動が必要です。

また、市道は、整備済の舗装面や橋梁自体の老朽化が進行していることから、定期的な点検や維

持修繕が必要であり、とりわけ生活道路は未改良道路が多く、排水未整備道路もあることから、計画

的な整備が必要です。さらに、雪に強い除排雪体制を確立するため、大型機械の更新及び増強の

ほか、除排雪に携わる担い手確保などソフト面での支援が必要です。

【後期計画期間の方向性】

国道や道道は、整備促進の要望活動を継続し、老朽化した市道や橋梁は、交付金事業等の活用に

より計画的に点検調査、整備、維持管理を推進します。また、除排雪体制の確立に向けて大型機械

の更新及び増強を図るとともに、担い手育成・確保支援などの取組を推進します。

【主な成果指標】

【想定される主な実施計画事業等】

■郊外幹線道路の整備 ■都市計画道路の整備 ■市街地の道路整備 ■郊外地の道路整備

■除排雪のあり方の検討 ■市道除雪事業 ■市道排雪事業 ■道路除排雪事業（排雪ダンプ助

成・市道及び私道除排雪助成・風連市街地区国道及び道道排雪助成） ■橋梁長寿命化整備事

業

【関係する個別計画】

■名寄市舗装個別施設計画 ■名寄市橋梁長寿命化修繕計画

指標項目 基準値 目標値 説明

幹線道路の整備延長
1,327m

(2021)

4,336m

(2023～2026)
計画期間内の幹線道路整備延長

市街地・郊外地の道路整

備延長

567m

(2021)

4,924m

(2023～2026)
計画期間内の生活道路整備延長

補修橋梁数
2橋

(2021)

11 橋

(2023～2026)

計画期間内の長寿命化計画で策定した

修繕すべき橋梁数

除雪機械更新台数
1台

(2021)

４台

(2023～2026)
計画期間内の除雪機械更新台数

Ⅲ- 12 道路の整備



市民生活と経済活動に必要不可欠な鉄路やバスなどの公共交通機関の維持確保及び利便性確

保を図るとともに、地域ニーズに合わせた交通手段の活用についての検討並びに利用促進に努めま

す。

【現状と課題】

地域公共交通は人口減少や交通体系の多様化により利用者の減少傾向にあり、バス路線が減便さ

れる状況にありますが、子どもや学生、高齢者や自動車運転免許を所持しない方の移動手段を確

保することが必要です。また、鉄路においてはシカやクマなど線路内侵入に起因する接触事故が多

発していることに加え、大雨や降雪が見込まれた段階での運休決定が顕著となっており、代替の交

通手段も含めた安定的な運行の確保が必要です。

【後期計画期間の方向性】

バス路線については自家用車だけに依存しない、需要量や市民ニーズに見合った新たな交通モード

への転換を推進します。また、鉄道交通網の維持存続に向けては、宗谷本線活性化推進協議会の

取組を中心に、これまでの利用促進策に加え、宗谷本線の多様な活用方法の検討を進めます。

【主な成果指標】

【想定される主な実施計画事業等】

■宗谷本線維持存続に向けた活動の推進 ■地域の需要量を考慮した交通モードの検討

■バス路線の維持・確保

【関係する個別計画】

■名寄市地域公共交通網形成計画

指標項目 基準値 目標値 説明

多様な交通手段の検討
０路線

(2021)

１路線

(2026)

自家用車だけに依存しない新たな交通モ

ードの導入

バス利用の促進
19万人

(2018～2021)

19 万人

(2026)

市内運行バス利用者数(令和 3 年度

(2021 年度)利用水準の確保)
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